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条例等新旧対照表 
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議案第 ３９ 号 

藤井寺市役所支所設置条例の廃止等について 

○藤井寺市立市民総合会館条例（平成１４年藤井寺市条例第１２号） 新旧対照表 

（第２条関係） 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 位置 （２） 位置 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ウ 分館 藤井寺市沢田３丁目６番３６号 

別表第１（第１２条関係） 別表第１（第１２条関係） 

＿＿ 分館 

使用時間区分 午前 午後 夜間 全日 

種別 
午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後１０時ま

で 

午前９時から

午後１０時ま

で 

 円 円 円 円

中会議室 ２，０９０ ３，２３０ ４，０００ ８，１４０

会議室１ １，５１０ １，７００ ２，０９０ ４，１９０

会議室２ １，４２０ １，５１０ １，７００ ３，４２０

会議室３ １，２２０ １，４２０ １，５１０ ３，２３０
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改正後 改正前 

和室 １，２２０ １，４２０ １，５１０ ３，２３０

談話室１ ７３０ ８１０ １，０１０ １，９００

談話室２ ７３０ ８１０ １，０１０ １，９００

大会議室 

（中会議室と

会議室１を同

時使用したと

き） 

３，２３０ ４，１９０ ４，９５０ ９，７３０
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○藤井寺市公告式条例（昭和３４年藤井寺市条例第３号） 新旧対照表 

（附則第２項関係） 

改正後 改正前 

（条例の公布） （条例の公布） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 条例の公布は、藤井寺市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。 ２ 条例の公布は、藤井寺市役所前及び藤井寺市支所前の掲示場に掲示してこれ

を行う。 



- 4 - 

議案第 ４０ 号 

藤井寺市印鑑条例の一部改正について 

○藤井寺市印鑑条例（平成６年藤井寺市条例第１６号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） （多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） 

第１３条 前条の規定にかかわらず、登録者は、電子署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２

２条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第３

５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用する

ことにより、多機能端末機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端

末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するも

のをいう。）で印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができ

る。 

第１３条 前条の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。）に記録されてい

る利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構

の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定

する個人番号カード用利用者証明用電子証明書で有効なものに限る。）を利用

することにより、多機能端末機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続され

た端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有す

るものをいう。）で印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることが

できる。 
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議案第 ４１ 号 

藤井寺市空家等対策協議会条例の一部改正について 

○藤井寺市空家等対策協議会条例（平成２９年藤井寺市条例第１１号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以

下「法」という。）第８条第１項の規定に基づき、藤井寺市空家等対策協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以

下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、藤井寺市空家等対策協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 協議会は、法第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並

びに実施に関する協議を行う。 

第２条 協議会は、法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並

びに実施に関する協議を行う。 
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議案第 ４２ 号 

柏原羽曳野藤井寺消防組合規約の変更に関する協議について 

○柏原羽曳野藤井寺消防組合規約（昭和３８年９月２７日許可） 新旧対照表 

改正後 改正前 

大阪南消防組合規約 柏原羽曳野藤井寺消防組合規約 

（組合の名称） （組合の名称） 

第１条 この組合は、大阪南消防組合（以下「組合」という。）という。 第１条 この組合は、柏原羽曳野藤井寺消防組合（以下「組合」という。）とい

う。 

（組合を組織する地方公共団体） （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、富田林市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、太子

町、河南町及び千早赤阪村（以下「関係市町村」という。）をもって組織す

る。 

第２条 組合は、大阪府柏原市、羽曳野市及び藤井寺市（以下「組合市」とい

う。）をもって組織する。 

（共同処理する事務） （共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 

（１） 消防に関する事務（消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、

維持及び管理に関する事務を除く。） 

（１） 消防に関する事務（消防団に関する事務を除く。） 

（２） 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例（平成１

２年大阪府条例第６号）の定めるところにより、関係市町村が処理すること

とされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関する事務 

（２） 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例（平成１

２年大阪府条例第６号）の定めるところにより、組合市が処理することとさ

れた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関する事務 

（議会の組織） （議会の組織） 

第５条 組合の議会（以下「組合議会」という。）の議員の定数は、１８人とし

関係市町村の選出区分は、次に掲げるとおりとする。 

第５条 組合の議会（以下「組合議会」という。）の議員の定数は、１２人と

し、組合市の選出区分は次のとおりとする。 

＿＿＿＿＿＿ 柏原市 ４人 

＿＿＿＿＿＿＿ 羽曳野市 ４人 

＿＿＿＿＿＿＿ 藤井寺市 ４人 
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改正後 改正前 

（１） 富田林市 ３人 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿

（２） 河内長野市 ３人 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿

（３） 柏原市 ３人 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿

（４） 羽曳野市 ３人 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿

（５） 藤井寺市 ３人 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿

（６） 太子町 １人 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿

（７） 河南町 １人 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿

（８） 千早赤阪村 １人 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿

（議員の選挙） （議員の選挙） 

第６条 組合議会の議員は、関係市町村の議会において、その議員の中からそれ

ぞれ選挙する。 

第６条 組合議会の議員は、組合市の議会において、その議員の中からそれぞれ

選挙する。 

２ 選挙を行うべき理由が生じたときは、組合の管理者は、関係市町村の長に通

知しなければならない。 

２ 選挙を行うべき理由が生じたときは、組合の管理者は、組合市の長に通知し

なければならない。 

３ 第１項の選挙が終わったときは、関係市町村の長は、直ちにその結果を組合

の管理者に通知しなければならない。 

３ 第１項の選挙が終わったときは、組合市の長は、直ちにその結果を組合の管

理者に通知しなければならない。 

（補欠選挙） （補欠選挙） 

第７条 組合議会の議員に欠員を生じたときは、関係市町村は、直ちに補欠選挙

を行わなければならない。 

第７条 組合議会の議員に欠員を生じたときは、関係組合市は、直ちに補欠選挙

を行わなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（議員の任期） （議員の任期） 

第８条 組合議会の議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期によ

る。 

第８条 組合議会の議員の任期は、組合市の議会の議員としての任期による。 

（執行機関の組織） （執行機関の組織） 

第１０条 組合に管理者１人、副管理者７人及び会計管理者１人を置く。 第１０条 組合に管理者、副管理者２人及び会計管理者を置く。 

（執行機関の選任） （執行機関の選任） 

第１１条 管理者は、関係市町村の長の互選により選出する。 第１１条 管理者は、組合市の長の互選により選出する。 

２ 副管理者は、管理者以外の関係市町村の長をもって充てる。 ２ 副管理者は、管理者以外の組合市の長をもって充てる。 
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改正後 改正前 

３ 会計管理者は、管理者が任命する。 ３ 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。 

（執行機関の任期） （執行機関の任期） 

第１２条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町村の長としての任期によ

る。 

第１２条 管理者及び副管理者の任期は、当該組合市の長としての任期による。 

（監査委員） （監査委員） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２ 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議会の議員及び地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項に規定する識見を有する者（次

項において「識見を有する者」という。）のうちから各１人を選任する。 

２ 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議会の議員及び地方自治法

第１９６条第１項に規定する識見を有する者（次項において「識見を有する

者」という。）のうちから各１人を選任する。 

３ （略） ３ （略） 

（職員） （職員） 

第１４条 組合に消防吏員その他の職員（以下「職員」という。）を置く。 第１４条 組合に職員を置く。 

２ 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（経費支弁の方法） （経費支弁の方法） 

第１５条 組合の経費は、関係市町村の負担金、補助金、手数料その他の収入を

もって充てる。 

第１５条 組合の経費は、組合市の分賦金、財産より生ずる収入手数料、その他

の収入をもって支弁する。 

２ 前項の負担金は、公平性の観点から、関係市町村における当該会計年度（地

方債の元利償還金については、当該地方債の借入年度。以下同じ。）の前年度

の基準財政需要額（地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第２条第３号

に規定するものをいう。以下同じ。）の消防費の合計額に対する当該市町村の

当該会計年度の前年度の基準財政需要額の消防費の割合に応じた額とする。 

２ 前項の分賦金は、総額の１００分の２０を組合市の均等割とし、総額の１０

０分の８０を当該会計年度の前年度の９月末日現在における組合市の住民基本

台帳に記録された世帯数に比例して、組合市に分賦する。 




